
仕 様 書

１ 件 名
消耗品の購入

２ 品名・数量等
マスク リーブル 3層式マスク Ｍ－65 入数:50枚入 １箱 ※相当品可
外８点（別紙のとおり。）

３ 納入場所
東京都23区内（詳細は別途指示）

４ 納入期限
令和２年10月30日(金)

５ トナーの相当品納入条件
(1) プリンタ等が支障なく動作することをプリンタメーカーが保証したものであるこ
と。

(2) 印刷可能枚数は、純正品と同等以上であること。
(3) 使用済トナーカートリッジ等のリサイクルシステムが確立されていること。
(4) 相当品として納入したトナーカートリッジ等（純正品を除く。）が原因でプリンタ
等の不具合及び障害が発生した場合、プリンタメーカーと連携し、迅速かつ適切な
対応を行うことが可能であること。なお、その際発生するすべての費用は、トナー
カートリッジ等納入業者が負担すること。

６ 相当品を納入する場合について
相当品を納入する場合は、事前に警察庁担当官（以下「担当官」という。）の了承を

得て、次の書類を警察庁刑事局犯罪鑑識官まで提出すること。
(1) 納入予定物品一覧表（相当品であることを証明する書類（カタログ等）を添付。)
(2) トナーの相当品は、項目５の条件を全て満たすことを証明する書類。

相当品として納入したトナーカートリッジ等が原因で不具合及び障害が発生した
場合における対応を記した体制表もあわせて提出すること。

７ その他
(1) 納入に当たっては、担当官と事前に納入先、納入日時を十分に打合せの上、職員
が指示する場所に納入すること。

(2) 納入物品は可能な限り、環境物品等の調達の推進に関する法律(グリーン購入法)
に基づく基本方針の判断基準を満たすものであること。

(3) 作業員の入退庁等に必要となる関係部署への申請は、納入業者において責任を持
って行うこと。

(4) 搬入作業に従事する作業員は、服装・名札・腕章等により、請負業者の作業員で
あることを明らかに認識できるようにすること。

(5) 施設、人員、備品等に対し、損害を与えないように必要な措置を行うこと。請負
業者の責めに帰すべき理由により、施設及び物品等に損害を与えた場合は、請負業
者の責任と負担において原状に復すること。

(6) 納品時に納品書を提出すること。
(7) 詳細については、担当官の指示によること。



別紙

品            名 規       格 数量 単位 相当品

1 マスク
ﾘｰﾌﾞﾙ
3層式ﾏｽｸ M-65 入数:50枚入

1 箱 可

2 アクリル板
ｱｽﾞﾜﾝ品番2-9206-06
樹脂板材 ｱｸﾘﾙ板
ｻｲｽﾞ:495mm×495mm 厚さ:10mm

2 枚 可

3 ユニパック
ｱｽﾞﾜﾝ品番:6-633-10
生産日本社 ﾕﾆﾊﾟｯｸ
厚み:0.04mm 入数:100枚入 型番:J-4

2 袋 可

4 綿棒
ｱｽﾞﾜﾝ品番･63-1273-86
ｻﾝﾘﾂ 抗菌ﾚｷﾞｭﾗｰ綿棒 入数:200本入

18 個 可

5 ハサミ研ぎ器
京ｾﾗ ﾊｻﾐ研ぎ器
型番:HT-NBK 材質:ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸ 本体:ABS樹脂

1 個 可

6 スキージー
ｽﾘｰｴﾑ PA-1 ﾌｴﾙﾄ付きｽｷｰｼﾞｰ
73mm×100mm 3枚ｾｯﾄ

2 セット 可

7 ダンボール
ｱｽｸﾙ　1ｾｯﾄ(20枚入×3梱包)  60ｻｲｽﾞ
宅配ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 長さ270mm×幅185mm×高さ122mm

1 セット 可

8 ポケット式ファイル
KOKUYO 名刺ﾎﾟｹｯﾄ10ﾎﾟｹｯﾄA4ﾘﾌｨﾙ縦30穴10枚入
品番:ﾒｲ-A30N

1 セット 可

9 トナー EPSON LPB4T24V 2 本 可


